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第６回南部町議会定例会 

  

議事日程（第４号） 

平成18年12月14日（木）午前10時開議 

 

第 １ 報告第29号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて         

    専決第25号 南部町国民健康保険名川病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する 

          条例の制定について                         

第 ２ 報告第30号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて         

    専決第26号 平成18年度南部町一般会計補正予算（第４号）             

第 ３ 報告第31号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて         

    専決第27号 平成18年度南部町一般会計補正予算（第５号）             

第 ４ 報告第32号 専決処分した事項の報告について                   

    専決第28号 工事請負契約の一部を変更する契約の締結               

          （上名久井地区処理施設土木建築工事）                

第 ５ 報告第33号 専決処分した事項の報告について                   

    専決第29号 工事請負契約の一部を変更する契約の締結               

          （上名久井地区処理施設機械設備工事）                

第 ６ 議案第188号 南部町多目的バス運行に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

第 ７ 議案第189号 八戸地域広域市町村圏事務組合規約の変更について           

第 ８ 議案第190号 八戸圏域水道企業団規約の変更について                

第 ９ 議案第191号 青森県消防補償等組合規約の全部変更について             

第 10 議案第192号 青森県市町村税滞納整理組合の解散について              

第 11 議案第193号 青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合の解散について      

第 12 議案第194号 青森県自治会館管理組合の解散について                

第 13 議案第195号 青森県市町村税滞納整理組合の解散に伴う財産処分について       

第 14 議案第196号 青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合の解散に伴う財産処分につ 

          いて                                

第 15 議案第197号 青森県自治会館管理組合の解散に伴う財産処分について         

第 16 議案第198号 青森県後期高齢者医療広域連合の設立について             
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第 17 議案第199号 工事請負契約の一部を変更する契約の締結について           

          （上名久井地区処理施設土木建築工事）                

第 18 議案第200号 工事請負契約の締結について                     

          （福田地区処理施設土木建築工事）                  

第 19 議案第201号 工事請負契約の締結について                     

          （福田地区処理施設機械電気設備工事）                

第 20 議案第202号 土地の取得について                         

第 21 議案第203号 平成18年度南部町一般会計補正予算（第６号）             

第 22 議案第204号 平成18年度南部町学校給食センター特別会計補正予算（第２号）     

第 23 議案第205号 平成18年度南部町農林漁業体験実習館事業特別会計補正予算（第２号）  

第 24 議案第206号 平成18年度南部町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）       

第 25 議案第207号 平成18年度南部町介護保険特別会計補正予算（第３号）         

第 26 議案第208号 平成18年度南部町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）     

第 27 議案第209号 平成18年度南部町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）      

第 28 議案第210号 平成18年度南部町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）     

第 29 議案第211号 平成18年度南部町介護老人保健施設特別会計補正予算（第３号）     

第 30 陳情第６号 最低保障年金制度の創設を求める陳情書                

第 31 発議第15号 道路財源の確保に関する意見書（案）                 

第 32 総務企画常任委員会報告                             

第 33 農林商工常任委員会報告                             

第 34 教育民生常任委員会報告                             

第 35 建設常任委員会報告                               

第 36 委員会の閉会中の継続審査の件                          

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

 

出席議員（38名） 

  1番  河門前 正 彦 君       2番  高 橋 隆 博 君 

  3番  川守田 倉 松 君       4番  沖 田 豊 治 君 
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  5番  川 井 健 雄 君       6番  西 塚 英 夫 君 

       7番  中 村 善 一 君       8番  佐々木 勝 見 君 

  9番  庭 田 豊 茂 君      10番  夏 坂 清 蔵 君 

 11番  長 根 和 夫 君      12番  工 藤 幸 子 君 

 13番  四 戸   清 君      14番  内 村 貞 子 君 

 15番  工 藤 和 夫 君      17番  佐々木 幹 夫 君 

 18番  馬 場 又 彦 君      19番  日向端   猛 君 

 20番  立 花 寛 子 君      22番  大久保 俊 和 君 

 24番  滝 田 米 作 君      25番  川守田   稔 君 

 26番  佐々木 金 嘉 君      27番  工 藤 久 夫 君 

 28番  坂 本 正 紀 君      30番  河 端 幸 蔵 君 

 31番  相 田 耕 作 君      32番  山 口 博 个 君 

 33番  沼 畑   繁 君      34番  小笠原 義 弘 君 

 35番  佐々木 元 作 君      36番  伊 達 一 夫 君 

 37番  金 沢 和 夫 君      39番  東   寿 一 君 

 40番  宮 野   正 君      41番  西 塚 芳 弥 君 

 42番  野 田 清 八 君      43番  佐々木 由 治 君 

 

欠席議員（なし） 

 

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町     長  工 藤 祐 直 君  助     役  赤 石 武 城 君 

収入役兼掌助役  馬 場   宏 君  総 務 課 長  坂 本 勝 二 君 

企 画 課 長  奥 瀬   敬 君  財 政 課 長  堀 内 冨士夫 君 

税 務 課 長  坂 本 好 孝 君  住民生活課長  小野寺 直 和 君 

福 祉 課 長  立 花 和 則 君  健康増進課長  佐々木 博 美 君 

環境衛生課長  神 山 不二彦 君  農 林 課 長  西 塚 友 雄 君 

商工観光課長  有 谷   隆 君  建 設 課 長  西 野 耕太郎 君 

福地総合サービス課長  川 井 和 男 君  名川総合サービス課長  田 村 淑 延 君 

南部総合サービス課長  山 口 裕 貢 君  出 納 室 長  坂 本 與志美 君 
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名川病院事務長  堀 合 悦 夫 君  老健なんぶ事務長  佐々木 利 文 君 

市  場  長  堀 内 誠 悦 君  総務課総務推進監  小萩沢 孝 一 君 

教 育 委 員 長  赤 平   實 君  教  育  長  角 濱 清 輝 君 

学 務 課 長  佐々木 秀 雄 君  社会教育課長  工 藤 光 行 君 

選挙管理委員会委員長  中 村 喜 雄 君  農業委員会会長  沼 畑 俊 一 君 

農業委員会事務局長  後 村 森 夫 君  代表監査委員  松 本 陽 一 君 

 

職務のため出席した者の職氏名 

事 務 局 長  中 野 雅 司    主     幹  板 垣 悦 子 

主     査  岩 間 孝 幸 
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◎開議の宣告 

 

〇議長（工藤久夫君） ただいまの出席議員数は37名でございます。定足数に達しておりますの

で、これより第６回南部町議会定例会を再開いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

（午前10時00分） 

                                           

 

◎報告第29号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（工藤久夫君） 日程第１、報告第29号、専決処分した事項の報告及び承認を求めること

について、専決第25号、南部町国民健康保険名川病院事業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題といたします。 

 本案について説明を求めます。名川病院事務長。 

 

〇名川病院事務長（堀合悦夫君） それでは、報告第29号、専決処分した南部町国民健康保険名

川病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 

 ３ページをお開きください。この改正は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、

入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準の一部改正等が９月12日に告示

され、10月１日から施行されることから、条例を改正する必要が生じ、この手続に急を要したた

め、平成18年９月21日付で条例の一部改正について条文のとおり専決処分したものです。 

 主な改正内容は、療養病床に入院する70歳以上の高齢者と65歳以上の老人医療受給対象者に対

し、現行の入院時食事療養費、食費から新たに入院時生活療養費、食費と居住費を算定すること

になりました。このことにより、標準負担額は現行の月額２万3,400円から５万1,000円、うち食

費４万1,400円、居住費9,600円に患者の一部負担金が増加されます。ただし、低所得者について

は所得に応じて負担の軽減を図るほか、難病等の入院医療の必要性の高い方については現行どお

りの負担額に据え置くこととなっております。現在名川病院に入院されているほとんどの方は入
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院医療の必要性が高い方であり、この改正による負担増の影響は余り受けていない状況にありま

す。 

 以上で説明を終わります。 

 

〇議長（工藤久夫君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、報告第29号は原案のとおり承認されました。 

                                           

 

◎報告第30号から報告第31号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（工藤久夫君） お諮りいたします。 

 この際、日程第２、報告第30号と日程第３、報告第31号を会議規則第37条の規定により一括議

題といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第２、報告第30号、専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて、専

決第26号、平成18年度南部町一般会計補正予算（第４号）及び日程第３、報告第31号、専決処分
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した事項の報告及び承認を求めることについて、専決第27号、平成18年度南部町一般会計補正予

算（第５号）を一括議題といたします。 

 本案について説明を求めます。財政課長。 

 

〇財政課長（堀内冨士夫君） それでは、報告第30号と報告第31号を続けてご説明申し上げます。 

 報告第30号であります。専決処分した事項の報告及び承認を求めることについてでありますが、

処分理由は平成18年度借り入れ予定の臨時財政対策債に係る限度額を増額する必要が生じ、この

補正に急を要したため専決処分したものであります。 

 ６ページをお願いいたします。第１表、地方債の補正であります。起債の目的、臨時財政対策

債、補正前、限度額４億2,850万円、補正後、限度額４億3,120万円にするものであります。この

臨時財政対策債の限度額を当初予算におきまして４億2,850万と計上しておりましたが、今年度

限度額が270万円増の４億3,200万円になったことに伴い、地方債補正を行ったものであります。 

 なお、今年度から起債に係る申請が９月末となったため、急を要したことから地方自治法第179条

第１項の規定により、平成18年９月26日付で専決処分したものであります。 

 なお、この地方債は今年度元利償還につきまして交付税に算入される起債であります。 

 続きまして、報告第31号になります。専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

でありますが、処分理由は平成18年、今年10月７日発生の大雨災害の応急対策に要する経費を補

正する必要が生じ、この補正に急を要したため専決処分したものであります。 

 ８ページをお願いいたします。第１条の歳入歳出予算の補正でありますが、既定の予算の総額

に1,925万3,000円を追加して予算の総額を98億4,695万1,000円としたものであります。 

 第２条でありますが、債務負担行為の補正でありますけれども、第２表、債務負担行為により

説明申し上げます。地方自治法第179条第１項の規定により、平成18年11月２日付で専決処分し

ております。それでは、11ページをお願いいたします。第２表、債務負担行為でありますが、事

業は総合振興計画策定支援業務、期間として平成18年度から平成19年度まで、限度額468万円。

これは、総合振興計画策定支援業務につきまして契約を明年度までとするため、地方自治法第215条

により設定するものであります。 

 次に、歳出について説明申し上げます。15ページをお願いいたします。15ページの歳出であり

ます。３款３項１目の災害救助費７万3,000円の補正でありますが、20節扶助費、これは被災し

た世帯への災害見舞金を計上しております。 

 ９款１項３目防災費230万2,000円の補正でありますが、９節旅費111万5,000円でありますが、
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費用弁償、これは消防団への出動手当にかかる補正であります。11節需用費108万円であります

が、説明欄のところに食糧費とあります、36万4,000円でありますが、避難住民への賄い、それ

から消防団員への賄いを補正計上しております。 

 次に、11款１項１目の農林水産施設災害復旧費1,251万の追加補正でありますけれども、13節

委託料1,100万円とあります。これは、測量設計業務の補正でありまして、査定設計500万、実施

設計400万、そしてさらに増高申請書作成のための200万、1,100万円を委託料に補正計上してお

ります。14節の使用料及び賃借料84万でありますけれども、応急処置に係る重機の借上料として

補正を追加しております。 

 次のページに入ります。11款２項１目の公共土木施設災害復旧費436万8,000円の増額補正であ

りますけれども、14節のところでの使用料及び賃借料392万3,000円の追加補正であります。これ

は、応急処置のための重機借上料としての補正であります。 

 以上の歳出予算の財源でありますけれども、14ページの方へ戻っていただきたいと思います。

14ページ、歳入であります。９款１項１目の地方交付税1,918万円、説明欄にありますとおり普

通交付税を増額補正しております。 

 19款５項３目雑入でありますけれども、７万3,000円。説明欄にありますとおり、全労済自治

体住宅災害見舞金を７万3,000円補正計上しております。以上を充当して補正予算の編成をいた

しました。 

 以上で報告第30号、報告第31号についての説明を終わります。 

 

〇議長（工藤久夫君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、報告第30号及び第31号は原案のとおり承認されました。 

                                           

 

◎報告第32号から報告第33号の上程、説明、質疑 

 

〇議長（工藤久夫君） お諮りいたします。 

 この際、日程第４、報告第32号と日程第５、報告第33号を会議規則第37条の規定により一括議

題といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第４、報告第32号、専決処分した事項の報告について、専決第28号、工事請負契

約の一部を変更する契約の締結（上名久井地区処理施設土木建築工事）及び日程第５、報告第33号、

専決処分した事項の報告について、専決第29号、工事請負契約の一部を変更する契約の締結（上

名久井地区処理施設機械設備工事）を一括議題といたします。 

 本件について説明を求めます。環境衛生課長。 

 

〇環境衛生課長（神山不二彦君） 報告第32号、専決第28号、工事請負契約の一部を変更する契

約の締結、上名久井でございます。それから、報告第33号、専決第29号、工事請負契約の一部を

変更する契約の締結、これも上名久井の処理場の機械設備の方でございますが、これについてご

説明申し上げます。 

 18ページをお願いいたします。報告第32号、上名久井地区の処理場の土木建築工事の方でござ

います。最初に、処分理由をご説明申し上げます。上名久井地区農業集落排水事業の上名久井地

区処理施設土木建築工事の変更契約について、南部町長が専決処分できる軽易な事項の指定につ

いて第２号に該当するので、専決処分したものでございます。 

 20ページをお願いいたします。内容でございます。１、工事の表示。（１）、名称、上名久井

地区処理施設土木建築工事。（２）、場所、南部町大字上名久井地内。２、変更前請負代金額２

億4,706万8,150円。３、追加請負代金額1,153万6,350円。４、契約の相手方、松本工務店・助川
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建設特定建設工事共同企業体となってございます。 

 変更理由をご説明申し上げます。工事について、当初ボーリング調査を行いまして土質、水位

等を検討しましたが、水位については設計で考慮するほどではなかったため、オープン掘削で設

計いたしました。施工時に試掘した結果、予想以上の水がわいてきてオープン掘削ではのり面崩

壊など危険なために、鋼矢板による仮締め切りを計上し、工事の安全確保に万全を期したもので

ございます。専決処分についてですが、南部町におきまして３月議会において南部町長が専決処

分できる軽易な事項の指定についてという議決が行われております。この議決により、議会の議

決を経て工事請負契約を締結した後において当該工事請負金額の100分の５の範囲内で変更する

契約の締結については、町長が専決処分を行うとされてきたところでございます。町長が軽易な

事項の専決処分を行った場合には、地方自治法180条第２項の規定によりまして議会に報告しな

ければならないこととされております。３月に専決処分した案件について、今議会で報告した経

緯についてでございますが、旧３町村におきまして工事請負額の小さな変更を軽易な事項として

地方公共団体の長の専決処分にする議決を行っていたのは旧福地村だけでございました。旧名川、

南部町におきましては、工事請負金額の変更はいかなる場合においても議決事件とする扱いがな

されてきたところでございます。そのため、軽易な事項として町長が専決処分を行うことができ

る場合の事務処理について、全職員の間に周知が図られなかったため、このような事態に至った

ものと考えております。議会の報告がおくれたことについてはおわび申し上げますとともに、二

度とこのようなことを繰り返さないよう再発防止に努めてまいります。申しわけありませんでし

た。おわび申し上げます。 

 続きまして、報告第33号、21ページになります。最初に、処分理由でございます。上名久井地

区農業集落排水事業の上名久井地区処理施設機械設備工事の変更契約について、南部町長が専決

処分できる軽易な事項の指定について第２号に該当するので、専決処分したものでございます。 

 23ページをお願いいたします。内容でございます。１、工事の表示。（１）、名称、上名久井

地区処理施設機械設備工事。（２）、場所、南部町大字上名久井地内。２、当該請負代金額１億

1,865万円。３、追加請負代金額40万8,450円。４、契約の相手方、株式会社フジタ東北支店でご

ざいます。 

 これも変更理由についてご説明申し上げます。現場精査による材料の数量及び材質の変更でご

ざいますが、施工時機械設備の設置においては設計どおりでございました。機械間を結ぶ配管に

おきまして維持管理を考慮し、取りつけ位置の調整において設計との差が生じ、数量の変更が生

じたものでございます。材質の変更については、平成17年に設計指針の改定がございまして、通
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気管について薄肉管の使用が可能となったために変更しました。一般管からステンレス管への変

更は、近年問題になっております硫化水素による腐食防止対策として維持管理を考慮して変更し

たものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 

〇議長（工藤久夫君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 以上で報告第32号及び報告第33号についての報告を終わります。 

                                           

 

◎議案第188号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（工藤久夫君） 日程第６、議案第188号、南部町多目的バス運行に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 本案について説明を求めます。名川総合サービス課長。 

 

〇名川総合サービス課長（田村淑延君） それでは、議案第188号、南部町多目的バス運行に関

する条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。 

 このことにつきましては、平成18年10月１日に道路運送法が改正になり、規制を緩和したこと

によって条例を改正するものでございます。 

 25ページをお開き願います。第１条中「第80条第１項ただし書き」を「第78条第２号」に改め

るものでございます。 

 この内容ですが、本来自家用自動車は金を取って運送してはいけないことになっておりますが、

市町村の区域内の住民の運送、その他の国土交通省省令で定める旅客の運送を行うときは、この

限りではないということでございます。 

 以上で説明を終わります。 
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〇議長（工藤久夫君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第188号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第189号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（工藤久夫君） 日程第７、議案第189号、八戸地域広域市町村圏事務組合規約の変更に

ついてを議題といたします。 

 本案について説明を求めます。企画課長。 

 

〇企画課長（奥瀬敬君） それでは、議案第189号、八戸地域広域市町村圏事務組合規約の変更

についてご説明をいたします。 

 提案理由でありますけれども、地方自治法の一部改正に伴い、八戸地域広域市町村圏事務組合

の規約を変更することについて、構成団体と協議するため、地方自治法第286条第１項及び同法

第290条、これらの条項は規約の変更には構成団体の議会の議決を要するという条項でございま

して、この規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。 

 それで、地方自治法の一部改正でございますけれども、提案理由で町長がご説明申し上げまし

たように助役が副市町村長、収入役が会計管理者、吏員が職員に改められ、平成19年４月１日か
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ら施行となります。 

 なお、会計管理者は職員のうちから普通地方公共団体の長が命ずることとなってございます。 

 この改正によりまして、次のページでございますけれども、八戸地域広域市町村圏事務組合規

約の関係条項の助役、収入役、吏員をそれぞれ副市町村長、会計管理者、職員に文言を改正する

ものでございます。施行期日が平成19年４月１日であるのに今議会に提案したことについてでご

ざいますけれども、一部事務組合の規約の変更は関係地方公共団体の議会の議決を経て県知事に

申請し、許可を受けなければならないことから、事務手続に期間を要するため、本議会に提案す

るものでございます。それで、八戸広域事務組合では県知事の許可後、組合議会におきまして条

例改正案を提案するという手続になってございます。 

 以上でございます。 

 

〇議長（工藤久夫君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第189号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第190号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（工藤久夫君） 日程第８、議案第190号、八戸圏域水道企業団規約の変更についてを議
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題といたします。 

 本案について説明を求めます。環境衛生課長。 

 

〇環境衛生課長（神山不二彦君） 議案第190号、八戸圏域水道企業団規約の変更についてご説

明申し上げます。 

 提案理由については、先ほどの議案第189号と全く同じでございます。地方自治法の改正によ

りましての規約変更でございます。 

 29ページをお願いいたします。八戸圏域水道企業団規約の一部を変更する規約。八戸圏域水道

企業団規約について、助役及び吏員の扱いについて先ほどと同じように改めます。それで、先ほ

どと違うところなのですけれども、上から３行目になります。「選挙された者」の次に「４人」

とありますのは、これまで運用で八戸市からの議員数を明記していなかったのですが、これはこ

の際追加してはっきり明記、４人ということで議員数を明記するものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 

〇議長（工藤久夫君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第190号は原案のとおり可決されました。 
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◎議案第191号から議案第197号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（工藤久夫君） お諮りいたします。 

 日程第９、議案第191号から日程第15、議案第197号までは関連がありますので、この際、会議

規則第37条の規定により一括議題といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第９、議案第191号、青森県消防補償等組合規約の全部変更についてから日程第

15、議案第197号、青森県自治会館管理組合の解散に伴う財産処分についてまでの議案７件を一

括議題といたします。 

 本案について説明を求めます。総務課長。 

 

〇総務課長（坂本勝二君） それでは、説明を申し上げます。 

 まず、議案第191号、青森県消防補償等組合規約の全部を変更することについてでありますが、

青森県町村会に事務局を置きます一部事務組合を統合することにより、行政運営の効率化、事務

処理の円滑化が図られるほか、経費の節減にもつながるということから規約の変更をするもので

ございます。平成19年３月31日をもって青森県市町村税滞納整理組合、青森県市町村等非常勤職

員公務災害補償等組合及び青森県自治会館管理組合を解散し、この３組合の事務を同年４月１日

から青森県市町村総合事務組合に承継することについて、地方自治法の規定に基づきまして議決

をお願いするものであります。 

 なお、関係団体の議決後におきましては知事に規約変更の許可申請を行い、許可をいただくこ

とになります。 

 次の31ページをお開きください。青森県消防補償等組合規約の全部を変更するものですが、主

なところを説明します。第１条、名称でありますが、この組合は青森県市町村総合事務組合とす

るものです。 

 ２条、組合を組織する地方公共団体は、別表１に掲げる地方公共団体とありますが、７市30町

村、33一部事務組合をもって組織するものです。 

 ３条に共同処理する事務を規定しておりますが、これまでの青森県消防補償等組合が行ってま

いりました事務に、先ほど申し上げました解散する３組合の事務を入れて処理することになりま
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す。 

 ５条ですが、議会の組織及び組合議員について規定しており、組合議員の定数は７人とし、そ

のうち市の区域から１人、町村の区域から６人を選ぶもので、任期は２年です。 

 ６条では、組合の議会は組合議員のうちから議長及び副議長１人を置くということであります。 

 次の32ページをお願いします。７条には、組合に管理者及び副管理者を置くとあり、組合市町

村等の長のうちから選ぶとしております。 

 次、33ページでありますが、経費の支弁の方法につきましては第12条に規定しており、組合の

経費は組合市町村の負担金、組合の財産から生ずる収入、その他の収入をもって充てるとしてお

ります。 

 附則でありますが、施行期日は第１項にこの規約は19年４月１日から施行するとあります。２

項、３項につきましては経過措置でありますが、第４項は、組合は平成19年３月31日をもって解

散する３組合の事務を引き継ぐというものであります。 

 次に、38ページをお願いします。議案第192号、青森県市町村税滞納整理組合の解散について、

それから39ページ、議案第193号、青森県市町村等非常勤公務災害補償等組合の解散について、

40ページ、議案第194号、青森県自治会館管理組合の解散についてでありますが、この３議案は

３組合が平成19年３月31日をもって解散することについて、地方自治法の規定に基づきまして議

決をお願いするものであります。 

 次に、41ページ、議案第195号から45ページ、議案第197号までにつきましては、３組合の解散

に伴う財産処分について、これも自治法の規定に基づきまして議決をお願いするものであります。

内容についてでありますが、解散する組合の平成19年３月31日における財政調整基金及びすべて

の物品、これは書類とか備品、消耗品でありますが、これを同年４月１日から青森県市町村総合

事務組合に帰属させるというものであります。 

 なお、青森県自治会館管理組合につきましては、所有している建物、これは庁舎でありますが、

非木造1,882平方メートルにつきましても同様に青森県市町村総合事務組合に帰属させるもので

あります。 

 以上です。 

 

〇議長（工藤久夫君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。川守田君。 
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〇25番（川守田稔君） 長年議員やっているつもりではいたのですが、こういった組織が何者で

あるのか、私さっぱりわかりません。それで、その実態といいますか、例えば組合議員というの

はどういうふうに決まっているものですか。具体的に今どこのどなたがどういうふうにかかわっ

ていらっしゃるのかとか、事務をとられている専任の方がおられるのだと思うのですけれども、

そういった人たちというのはどういう身分であるのかとか、どこからどう派遣されているのかと

か、その辺雑多なことを詳しく教えていただけますか。 

 

〇議長（工藤久夫君） 総務課長。 

 

〇総務課長（坂本勝二君） まず、34ページをお開き願いたいと思いますが、別表に加入してい

る団体を示しております。これには、青森市、弘前市、八戸市を除いた市町村全部が加入してご

ざいます。そのほかにいろんな一部事務組合が加入しておりまして、議員についてはこれまでは

この中からそれぞれ話し合いで選んでいただいているということであります。 

 それから、職員につきましてはそれぞれ職員を配置しております。消防補償等組合につきまし

ては定数が２名でありますけれども、１名とか、あとそれから滞納整理組合につきましては５名

ほどおります。うち１名は、県の方から派遣をしてもらっている。それから、非常勤公務災害の

方につきましては、職員は配置になっていませんが、どちらか、どこかが兼務して行っていると

いうことでございます。あと自治会館の管理組合につきましては、２名ほどを配置しているとい

うことです。 

 それから、予算規模等につきましては補償等組合が一番大きいです。７億6,300万ほどの予算

がございます。あとは、その他につきましては4,500万、これは滞納整理組合です。それから、

非常勤公務災害の方につきましては1,500万、自治会館管理組合につきましては6,100万ほど。あ

と基金の方につきましては、消防補償等組合では基金が１億7,000万ほどあります。一番多いと

ころは自治会館管理組合の６億ほどありますけれども、全国的に今こういう組合が合併の方向で

進んでいるということで、青森県を、今この手続に入っておりますけれども、全国では24組合が

合併しているという実態でございます。 

 以上です。 

 

〇議長（工藤久夫君） ほかに質疑ございませんか。25番、川守田稔君。 
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〇25番（川守田稔君） 例えば議員というのは、これはどこからだれが出ているものですか。 

 それと、滞納整理組合解散、非常勤職員公務災害補償等組合解散、それから自治会館管理組合

解散という三つのあれが解散して、そういう消防補償等組合に合併したということですよね、統

合したということですよね。ですよね。そうすると、今までの解散したあれは、もうその役割を

終えたのですか、どういう事情があるものですか、これは。このほかにももっと消防補償等組合

の組合がまた合併されるような事態というのはあるものなのですか。 

 

〇議長（工藤久夫君） 総務課長。 

 

〇総務課長（坂本勝二君） まず、業務の方でございますが、統合しても今までそれぞれ行って

いた事務をまた引き続き行う、その新しい組合で行うということであります。 

 それから、実態につきましては先ほど申し上げましたけれども、全国的なことを申し上げまし

たけれども、24の団体が行っているということであります。 

 あと組合の関係については、役員はそれぞれ加入している団体の方々の中から選びますので、

町村の首長さん、実態は町村の首長さんが主になっていると伺っております。 

 以上です。 

 

〇25番（川守田稔君） だれですか。だれですか、それは。 

 

〇総務課長（坂本勝二君） 申し上げます。消防補償等組合につきましては、組合長が今別町長、

副組合長が大間町長であります。それから、滞納整理組合につきましては中泊町長が管理者、副

管理者が五戸町長、それから非常勤公務災害につきましては今別町長が管理者、副管理者が大間

町長、自治会館管理組合につきましては管理者が中泊町長、副管理者が蓬田村村長でございます。 

 以上です。 

 

〇議長（工藤久夫君） ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 



  

－  － 121 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第191号から議案第197号までは原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第198号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（工藤久夫君） 日程第16、議案第198号、青森県後期高齢者医療広域連合の設立につい

てを議題といたします。 

 本案について説明を求めます。住民生活課長。 

 

〇住民生活課長（小野寺直和君） それでは、議案第198号、青森県後期高齢者医療広域連合の

設立についてご説明いたします。47ページでございます。 

 地方自治法の規定によりまして、平成19年２月１日から青森県内の全市町村の後期高齢者の医

療に関する事務を処理するため、次のとおり規約を定め、青森県後期高齢者医療広域連合を設立

するものでございます。 

 提案の理由といたしましては、高齢者の医療の確保に関する法律第48条及び健康保険法等の一

部を改正する法律附則第36条第１項の規定により、平成18年度の末日まで後期高齢者医療広域連

合を設けるものとされたことに伴い、関係市町村との協議により規約を定め、青森県後期高齢者

医療広域連合を設立するため、地方自治法第291条の11の規定に基づき、議会の議決を求めるも

のでございます。 

 規約を説明する前に新しい制度についてご説明いたしますが、後期高齢者ということで75歳以

上の老人医療給付者及び75歳に達する前期高齢者のことでございまして、後期高齢者医療制度、

これはこれまでは支払基金、それから国、県、町から補助金及び負担金、そして本人の窓口負担

１割で賄われてきておりますが、この制度の医療費がふえ、公費と各医療保険からの拠出金で賄




